
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 平成３０年第４回定例会提出予定議案の説明 

 （８）議案第１８４号 川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理者の

指定について 

資料１ 指定管理者指定議案に係る参考資料

平成３０年１１月２１日 

健康福祉局 
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議案第１８４号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市視覚障害者情報文化センター 

(2) 所在地 川崎区堤根３４番地１５ 

(3) 設置条例 川崎市視覚障害者情報文化センター条例 

(4) 設置目的 視覚障害者に対し情報を提供し、並びに日常生活及び社会生活を

営むために必要な訓練その他の支援を行うとともに、視覚障害者

のための活動の場を提供することにより、視覚障害者の自立と社

会参加を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図るため、川

崎市視覚障害者情報文化センターを設置する。 

(5) 施設の事業内容 (１) 点字刊行物、録音物等（以下「点字刊行物等」という。）

の製作、収集、閲覧及び貸出しに関すること。 

(２) 点字刊行物等の普及の促進に関すること。 

(３) 視覚障害者に対する相談、生活訓練その他の支援に関する

こと。 

(４) 視覚障害者の文化、学習及びレクリエーションの活動の支

援に関すること。 

(５) 視覚障害者の福祉の増進を図る活動を行う者の指導及び

育成に関すること。 

(６) 施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用に供する

こと。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するため

に必要な事業に関すること。 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人 日本点字図書館 

(7) 現在の管理運営費 ８３，９６８，４００円（指定管理期間の平均年額） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人 日本点字図書館 

所 在 地 東京都新宿区高田馬場１－２３－４ 

代 表 者 名 理事長 田中 徹二 

設 立 年 月 昭和２５年１０月９日 

基 本 財 産 

又は資本の額 
基本財産合計   ８３４，９９８，８０６円 

固定資産合計 ２，２６０，９３８，２５３円 

職 員 数 

又は従業員数 

理事１０名、監事２名、職員５７名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよ

う創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し

た生活を地域社会において営むことができるよう支援するため、視聴覚障

害者情報提供施設日本点字図書館の設置経営及び全国の視聴覚障害者情報

提供施設に関する連絡事業を行うことを目的とする。 
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事 業 概 要 

（３０年度） 

 日本点字図書館（視聴覚障害者情報提供施設） 

 「サピエ」システム管理者（視覚障害者情報総合ネットワークシステ

ム） 

 視覚障害者用日常生活用具の販売斡旋 

 日本点字図書館自立支援室（計画相談支援、自立訓練） 

 川崎市視覚障害者情報文化センター指定管理者 

決   算 

（２９年度） 

事業活動収入計(1)                 1,136,879,134円 

事業活動支出計(2)                 1,142,540,931円 

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           △5,661,797円 

施設整備等収入計(4)                   656,000円 

施設整備等支出計(5)                 10,426,204円 

市施t整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         △9,770,204円 

その他の活動収入計(7)                604,877,768円 

その他の活動支出計(8)                616,278,465円 

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)        △11,400,697円 

予備費支出(10)                        0円 

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     △26,832,698円 

前期未支払資金残高(12)                74,738,619円 

当期未支払資金残高(11)+(12)             47,905,921円 

３ 指定期間 

平成３１年 ４月 １日から平成３６年 ３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

・視覚に障害を持つ市民の自立と社会参加活動の支援を行う。

・市内のどこに住んでいても等しく質の高いサービスを受けら

れるよう、当事者に寄り添ったサービスを展開する。 

・市民として心豊かな毎日を過ごせるよう、生活・学習・仕事・

余暇に必要な各種情報を提供し、市民に必要とされるセンター

を目指す。 

・様々なイベントを開催し、利用者に対して文化活動を発信す

るとともに、交流の場の提供を行う。 

・視覚障害者への理解を促進するため、各方面に対して講演、

研修会等を実施し、普及啓発活動を行う。 

・ボランティア団体及び障害者関係団体等と連携・協力を進め

る。 

・視覚障害者及び支援者に対する広報周知を行うことで、より

多くの方にサービスを提供できるように努める。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等）

・点字図書館事業 

 視覚障害者用の図書（点字図書、音声図書）の製作と貸出及

び製作ボランティアの養成を行うとともに、平成３１年１月に

施行される著作権法改正に準じて視覚障害以外の活字読書困

難者の利用も対応していく。 
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・相談支援・機能訓練事業 

 市民として心豊かな毎日を過ごせるよう、日常生活のＱＯＬ

を高める様々な情報の提供、相談の受付、機能訓練等を、地理

的に離れている北部地域の利用者にも等しく質の高いサービ

スを提供する。 

・視覚障害者用具の斡旋事業 

 施設内に視覚障害者用の生活用具コーナーを常設展示し、主

だった用具類を取りそろえるとともに、最新機器の斡旋等を行

う。 

・各種イベント開催による文化発信事業 

 読書会、音声解説付きＤＶＤ映画上映会、コンサート、エク

ササイズなど、幅広く文化情報を提供するとともに、視覚障害

者同士の相互交流の場を提供する。 

・普及啓発事業 

 市民の視覚障害理解の普及啓発のために、各方面に対して講

演、研修等を実施する。 

・ボランティア団体、障害者関係団体等との連携及び協力 

 市内のボランティア団体と連携し、よりよいサービスを目指

すとともに、活動を支援する。また、障害者関係団体等と積極

的に連携し、協力していく。 

・センター事業の広報 

 当該センターを知らない視覚障害者及び支援者に対する広

報周知を行うことで、より多くの方にサービスを提供できるよ

うに努める。 

他機関等との連携につい

ての考え方 

・市社会福祉協議会や、視覚障害者関係団体と連携を取りなが

ら、利用者に有益な情報の入手及び提供を行う。 

・市内公共図書館とも連携し、より多くの方へ点訳・音訳図書

を届けられるように努める。 

・川崎市視覚障害者ボランティア連絡会と協力し、イベントの

開催等を行う。 

上乗せ提案 ・ＤＶＤ映画の音声ガイド製作及びボランティアの養成を行

う。 

・プライベートサービス（個人のリクエストによる資料製作）

におけるテキストデイジー図書（再生機器の合成音声読上機能

を利用した文字データによる図書）の製作を行う。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 合 計 

 収  入 100,749 100,748 100,750 100,747 100,749 503,743

 指定管理料 99,549 99,548 99,550 99,547 99,549 497,743

 利 用 料 金 0 0 0 0 0 0

 その他の収入 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000

支  出 100,749 100,748 100,750 100,747 100,749 503,743
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別紙 

川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理予定者の選定結果について 

１ 応募状況 

  応募団体：１団体（社会福祉法人日本点字図書館） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

赤塚 光子 (元立教大学コミュニティ福祉学部教授) 
渡部 匡隆 (横浜国立大学大学院教育学研究科教授) 
柳田 正明 (山梨県立大学人間福祉学部教授) 
行實 志都子(神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部准教授) 
谷川 淳  (谷川公認会計士事務所) 

３ 選定理由 

次期指定管理業務に関して仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画

も妥当と言える。また、これまでの運営状況も良好であり、今までどおり安定した施

設運営が見込まれること等を評価し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

  施設利用者の特性や希望を理解し、また今までの運営実績を生かしたかたちで、

施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画、健康管理等についての提案がな

されている点などを評価した。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

  事業計画と整合がとれた収支計画となっている。また、効率的な施設運営をする

にあたり、適切な経費縮減案が提案されていた。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

  提案された職員体制及び業務改善に向けた取組が適切であった。 

（４）応募団体自身に関する項目 

  当該施設に加えて類似事業の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案が

なされている点などを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

  情報公開の取組、個人情報保護、コンプライアンス遵守のための取組等が適切で

あった。 

（６）その他の事項 

  小中学校や民生委員、一般企業等からの依頼による視覚障害者への理解啓発のた

めの講演・研修会の実施や、地域の児童に対する視覚障害者理解を普及促進するた

めの子供向けプログラムの企画・実施といった、地域における公益的活動に関する

提案内容が適切であった。 
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４ 審査結果（※基準点６３０点以上） 

選定基準 配点 貴法人 

①施設の設置目的の達成及び 

サービスの向上 
３５０点 ２６１点

②施設機能の発揮と管理経費の縮減 
２７５点 １８２点

③事業の安定性及び継続性の 

確保への取組 
２００点 １３９点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ７２点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４８点

⑥その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３８点

実績評価点 
（標準を0点として、加減点） 

５３点

合  計 １，０５０点 ７９３点

５ 提案額 

  ４９７，７４３千円（５年間） 
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